
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３那第２４号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年４月３０日 １６時２０分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満
いとまん

市糸満漁港西方沖  

 糸満市所在のルカン礁灯台から真方位０５０°３.９海里付近 

 （概位 北緯２６°０９.１′ 東経１２７°３５.２′） 

事故等調査の経過  平成２５年５月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（那覇事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三洋芳
ようほう

丸、４.８トン 

 ＯＮ３－２８４５６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、糸満漁港西方沖において操業中、

平成２５年４月３０日１６時２０分ごろ、主機が停止し、航行不能と

なった。 

船長は、所属する漁業協同組合に救助を求め、本船は、僚船にえい
．．

航されて糸満漁港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ５、視界 良好 

 その他の事項 

 

 本船は、本インシデント後、修理業者が点検したところ、主機燃料

油こし器のフィルター（以下「燃料フィルター」という。）がスラッ

ジ等で目詰まりしていたことが判明した。 

船長は、燃料タンクの掃除をしたことがなく、また、操業回数が少

なかったので、取扱説明書には燃料フィルターを３か月に１回交換す

ることが記載されていたが、半年に１回の頻度で交換していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、糸満漁港西方沖で操業中、燃料フィルターに目詰まりが生

じたことから、燃料油の供給が途絶え、主機の運転ができなくなり、

運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、糸満漁港西方沖で操業中、燃料フィル

ターに目詰まりが生じたため、燃料油の供給が途絶えて主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと考えられる。 



 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機燃料フィルターは、取扱説明書の記載どおりに取り替えるこ

と。 

 


